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議案等の件名・主な内容 及び 質疑・賛成、 反対意見や各議員の態度 会
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議案等の主な内容
主な質疑及び賛成・反対意見等
議案は質疑を優先。陳情は委員会での賛成・反対。
※委員会で対立意見がないものは、本会議の賛成・反対。
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種類番号 件　　　名

11月臨時会　議案等 結果 ○＝賛成　●＝反対

議第74号
平成30年度高浜市一般会計補正予算（第
5回）

補正額は0円で、予算総額172億6,316万2,000円に変更なし。◎主な歳出等　行
政文書部分公開決定処分取消請求訴訟弁護士訴訟委託料54万円と、これに係る債
務負担行為の期間・限度額の設定。小中学校普通教室に空調設備を導入する準備
の基礎調査委託料2,577万8,000円分を計上するほか、財源調整のため財政調整
基金積立金を減額。

■賛成　学習環境改善のための空調設備導入の基礎調査業務委託は、今後に
向けて必要であり、公共施設総合管理計画や長期財政計画を踏まえ、整合性
を保ちながら計画的に進め、早期に着手していただきたい。他、以前から一
刻も早い小・中学校へのエアコン設置を要望してきており、基礎調査費用の
計上に賛成。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

12月定例会　議案等 結果 ○＝賛成・採択・同意　●＝反対・不採択・不同意
△＝趣旨採択

同第７号 公平委員会委員の選任について 現委員杉浦龍至氏の平成30年12月19日の任期満了に伴い、再度、同氏を選任する。
（任期4年）

― 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

同第８号 教育委員会委員の任命について 現委員後藤恵理氏の平成30年12月19日の任期満了に伴い、再度、同氏を任命する。
（任期4年）

― 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第75号
高浜市長の選挙における選挙運動用ビラ
の作成の公営に関する条例の一部改正に
ついて

公職選挙法の一部改正に伴い、長の選挙と同様に、市議会議員の選挙でもビラの作
成について、公営の対象にするため。

質疑なし 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第76号
高浜市下水道事業の設置等に関する条例
の制定について

平成31年4月1日から下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用する。 質疑なし 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第77号
高浜市三高駅西駐車場の指定管理者の
指定について

指定管理者を㈱日本メカトロにクスに指定する。指定期間は、平成31年4月1日～平
成36年3月31日まで。

■問　市内在住者の雇用状況は。　■答　情がわいたりトラブルが発生したりし
ないよう、窓口に市内の人は置かない。　■問　清算機の追加は。　■答　三高
駅２階とつなぐ駐車場入口に設置。　■問　満車時の対応について。　■答　公
用車を移動させるなどしている。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第78号
高浜市企業職員の給与の種類及び基準に
関する条例の一部改正について

介護時間の承認を受けて勤務しない場合の給与の減額について定める。 質疑なし 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第79号
高浜市南部ふれあいプラザ及び高浜市南
部第２ふれあいプラザの指定管理者の指
定について

指定管理者を特定非営利活動法人高浜南部まちづくり協議会に指定する。指定期
間は、平成31年4月1日～平成36年3月31日まで。

■問　まちづくり協議会の運営で、社会教育に対する知識、経験、相談、助言は
できるか。　■答　旧公民館長も加わっており、運営へのアドバイス、助言等は
いただけている。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ● ○ ○ ○

議第80号
高浜市宅老所の指定管理者の指定につい
て

｢じぃ＆ばぁ｣､｢こっこちゃん｣､｢悠悠たかとり｣の指定管理者を社会福祉法人高浜市
社会福祉協議会に指定する。指定期間は、平成31年4月1日～平成36年3月31日ま
で。

■問　男性にも魅力的な宅老所とは。　■答　男性利用が少ないため、男性利
用促進の取り組みをお願いしている。 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第81号
高浜市全世代楽習館の指定管理者の指
定について

指定管理者を特定非営利活動法人全世代楽習塾に指定する。指定期間は、平成31
年4月1日～平成36年3月31日まで。

■問　運営について。　■答　受託者は、全世代にわたり支援する活動をしてい
る。スタッフは時間帯もあるが、常時3名を配置するようにしている。 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ● ○ ○ ○

議第82号
高浜市立学校設置条例の一部改正につい
て

高浜市立高取幼稚園及び高取保育園の民営化及び認定こども園化に伴い、高取幼
稚園を廃止する。

■問　高取幼稚園の廃止後はどうなるか。　■答　取り壊しを前提に考えている
が、確定したことではない。 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

議第83号

高浜市立保育所の設置及び管理に関する
条例及び高浜市公益的法人等への職員
の派遣等に関する条例の一部改正につい
て

高浜市立高取幼稚園及び高取保育園の民営化及び認定こども園化に伴い、高取保
育園を廃止し、民営化後、社会福祉法人清心会へ職員を派遣するため。

■問　民営化後の職員の配置や条例化は。　■答　正規職員は公立の施設に異
動と、民営化先への派遣を協議している。臨時職員は、希望による民営化先
への転籍や、公立で臨時職員で残る人もある。今までも、このような条例を
規定してきている。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ● ○ ○ ○

議第84号
高浜市心身障害児福祉施設みどり学園の
指定管理者の指定について

指定管理者を社会福祉法人高浜市社会福祉協議会に指定する。指定期間は、平成
31年4月1日～平成36年3月31日まで。

■問　何名の障がい者がみえるのか。　■答　後でご報告する。（後日、資料配
付され、12月1日現在で19名） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○

議第85号
高浜市立図書館及び高浜市立郷土資料
館の指定管理者の指定について

指定管理者を㈱図書館流通センターに指定する。指定期間は、平成31年4月1日～
平成33年5月31日まで。

■問　運営は民間企業で、企画力とか問題ないのか。　■答　長年の実績で、運
営が良くなったいう声をいただいている。　 ■問　現図書館の位置で津波は。
■答　津波の影響はないと判断しているが、液状化の危険は高いと考えてい
る。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ● ○ ○ ○

議第86号
高浜市生涯学習施設等の指定管理者の
指定について

｢高浜市立吉浜公民館｣､｢高浜市立高取公民館｣､｢高浜市春日庵｣､｢高浜市女性文
化センター｣の指定管理者を高浜市総合サービス㈱に指定する。指定期間は、平成
31年4月1日～平成36年3月31日まで。

■問　公民館の統括的中央公民館がなくなり、サービス低下は。専門職員の配
置は。　■答　公共施設統廃合を総合管理計画に基づき行っており、ご理解を。
専門職配置は、各地区で運営委員会を設置し、館長リーダー主導のもとで情
報交換等を常にしている。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ● ○ ○ ○

議第87号
高浜市スポーツ施設の指定管理者の指定
について

｢高浜市体育センター｣､｢高浜市立武道館｣､｢高浜市立グランド｣の指定管理者を特
定非営利活動法人たかはまスポーツクラブに指定する。指定期間は、平成31年4月1
日～平成36年3月31日まで。ただし、高浜市体育センターは平成32年8月31日まで。

■問　体育センターと高小体育館の管理は。　■答　体育センターは平成32年
8月で閉場。高小の平成31年4月からの一部供用開始に合わせ特定非営利活
動法人たかはまスポーツクラブに、地域交流施設も含めて運営をお願いする。
クラブの役員には、スポーツ推進委員が4名いる。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ● ○ ○ ○

議第88号 事業契約の変更について
高浜小学校等整備事業の契約金額を契約書に基づき、、建設物価上昇に伴う事業
費として変更前47億9,374万7,205円を3,271万2,728円増の48億2,645万9,933
円とする。（税込）

■問　今回の変更理由は。　■答　建築費指数による物価上昇（112.5%→ 
117.1%）によるもの。PFIで性能発注している。　■問　追加分の穴埋めの考
えは。　■答　超長期シュミレーションの変動にも機動性を持たせ、中長期視
野で示す。

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○


